
R4.7.1 改正 金沢市景観政策課

屋外広告物等・特定屋内広告物の撤去支援について

１．目 的

金沢市屋外広告物等に関する条例（以下｢条例｣）の目的に沿って、広告景観の向上や改善を

図るため、屋外広告物等及び特定屋内広告物の撤去を支援します。

２．補助対象事業費（改修費や代わりの看板の設置費は対象外、予算の範囲内で交付）

３．手続きと必要書類

ⅰ 事前審査

➊ 審査依頼書［市様式］

➋ 撤去業者による見積書の写し（工程ごとの内訳と単価がわかるもの）

➌ 位置図（住宅明細図の写し等）

➍ 撤去前の現況写真（近景と遠景）

・事前審査後、市から補助金交付の可否、補助金の見込額をご連絡します。

（１万円未満切り捨て。見積額と市で算出する金額のいずれか安い方により査定。）

ⅱ 補助金交付申請 ･･･････････････････････････････････････※ 工事着工の 15 日前までに提出

➎ 補助金交付申請書［市様式］

➏ 市税納税状況調査同意書［市様式］（署名又は記名押印が必要）

・市税の滞納がないことが補助金の交付を受ける条件となります。

・市から補助金交付決定通知書が交付されるまで、工事は行わないでください。

ⅲ 撤去工事 ※金額や工事内容に変更が生じた場合、必ず工事前に届出してください。

ⅳ 補助事業実績報告 ････････････････････････････････････※ 代金支払完了日から 15日以内に提出

➐ 補助事業実績報告書［市様式］

➑ 工事中の詳細が分かる写真 ※見積の各項目（基礎撤去工事､作業人員､重機利用等）がわかるもの

➒ 撤去後の現況写真（近景と遠景）

➓ 撤去業者からの請求書の写しと領収書の写し

⓫ 市への請求書［市様式］

⓬ 屋外広告物除却届［市様式］

ⅴ 補助金振込 実績報告書のご提出後、振込されるまで概ね１か月程度かかります。

区分 補助率 限度額 補助要件 対象エリア

屋外広告物等撤去

50％ 25万円

条例への不適合を是正
まちなか区域と
駅西の一部区域

条例に適合しているものについて
都心軸の基準への不適合を是正

都心軸景観保全型
広告整備地区

90％ 100万円

条例に適合しているものについて
沿道景観基準への不適合を是正

西インター大通り､
諸江通り､

東インター大通り

区域内で屋上広告物を撤去 川筋景観保全区域

条例に適合しているものについて
審査会が撤去を要請

－

特定屋内広告物撤去

※R9年6月まで
90％ 100万円

R4条例改正により既存不適格
となった特定屋内広告物を是正

まちなか区域
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